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1. 序論およびマクロ的背景 
近年、人工知能（AI）技術、とりわけ大規模言語モデル（LLM）や拡散モデル（Diffusion Model）を基
盤とする生成AI（Generative AI）の急速な進化は、あらゆる産業の業務プロセスに根底からの変革
をもたらしている。インダストリアルデザイン、UI/UXデザイン、パッケージデザイン、さらには建築や
仮想空間における画像デザインといった意匠の領域においても、テキストプロンプトからの画像生成

（Text-to-Image）や3Dモデルの自動生成技術が実用化レベルに到達した。これにより、デザインの
初期構想（アイディエーション）からバリエーションの網羅的な展開、さらには最終的なレンダリングに

至るまで、生成AIが強力な支援ツールとしてワークフローの深部に組み込まれつつある。 

このような技術的パラダイムシフトは、意匠関連業務の生産性を飛躍的に向上させる一方で、知的

財産（IP）の観点からは前例のない複雑かつ多層的な課題を提起している。生成AIが学習データとし
て既存の登録意匠や著作物を大量に取り込んでいることに起因する「意図せざる権利侵害リスク」

や、AIによって生成されたデザイン自体の「保護適格性（特許要件や意匠権の発生有無）」は、世界
中の知財専門家、特許庁、そして企業の法務部門が直面する最大の懸案事項となっている1。 

同時に、生成AIおよび高度な画像認識AIの波は、権利を保護・審査する各国の特許庁や知財機関
の内部プロセスにも直接的な波及効果をもたらしている。先行意匠調査や類似性判断といった、従

来は人間の審査官による高度な専門知識と視覚的認識能力を要求されていた審査実務において、

AIを活用した画像検索ツールや生成AIによる業務効率化の実証実験（PoC）が本格化している2。 

本レポートは、意匠関連業務への生成AI技術の活用状況について、各国の特許庁・知財機関にお
ける審査システムのAI化の最前線、AI関連発明および意匠に関する審査基準と法的要件の動向、
民間企業におけるデザイン実務でのAI実装とコンプライアンス対応、そして最新の法規制アプローチ
という多角的な視点から、網羅的かつ詳細な分析を行うものである。 

2. 各国特許庁・知財機関におけるAI技術および生成AIの導
入状況 
意匠審査において最も中核的かつ負荷が高い業務は、出願されたデザインと、過去に蓄積された膨

大な既存デザイン（先行技術・先行意匠）との視覚的な類似性を比較検討する先行意匠調査であ

る。各国特許庁は、審査の迅速化と質の向上、ならびに審査の国際的な一貫性を担保することを目

的として、独自のAI搭載画像検索システムの導入と、行政業務への生成AI適用に向けた開発を急
ピッチで進めている。 

以下の表は、主要な知財機関におけるAI検索ツールおよび審査支援システムの導入状況を要約し
たものである。 



 

機関名 導入ツール・システ

ム名 
主要機能および審査

への影響 
参照元 

米国特許商標庁 
(USPTO) 

DesignVision 意匠特許審査官向

けのAI搭載画像検
索ツール。画像をク

エリとしてWIPOや
EUIPOを含む世界80
以上の登録機関か

らフェデレーテッド検

索を実行し、視覚的

に類似する先行意匠

を検出する。 

2 

日本国特許庁 
(JPO) 

画像意匠検索 
(J-PlatPat) 

画像を用いた意匠検

索機能を提供。検索

結果の上限を3万件
へ拡充し、概念検索

や生成AIを用いた行
政・審査業務への適

用（PoC）を推進中。 

3 

欧州連合知的財産

庁 (EUIPO) 
TMview (AIプラグイ
ン) 

出願前の先行商標

や意匠との潜在的な

競合検出、および識

別性の欠如や記述

性の事前評価（

Pre-assessment）を
提供するAIシステ
ム。 

8 

オーストラリア特許

庁 (IP Australia) 
Patent Auto 
Classification (PAC) 
& Image 
Recognition 

機械学習ベースの

特許自動分類システ

ム。また、商標検索

にはClarivate社の
商用画像認識ソフト

ウェアを導入し、セマ

ンティック検索ツール

の実証を継続。 

9 



世界知的所有権機

関 (WIPO) 
Brand Image 
Search 

商標検索および意匠

審査プロセスにおい

て、国際的な出願情

報から類似する視覚

的特徴を抽出・比較

するAIツール。 

10 

2.1 米国特許商標庁（USPTO）の革新：DesignVisionの展開と実務への影響 
米国特許商標庁（USPTO）は、審査官の検索ツールキットを近代化し、出願の係属期間を短縮する
広範な取り組みの一環として、2025年後半に「DesignVision」と呼ばれる新しいAI搭載画像検索ツー
ルを実稼働させた2。このシステムは、USPTOの内部検索システムである特許エンドツーエンド（
Patents End-to-End: PE2E）検索スイートに統合されており、意匠特許審査官が視覚的に類似する
先行技術をこれまで以上に効率的に発見できるようカスタマイズされている4。 

DesignVisionの技術的な優位性は、画像そのものを直接的なクエリとして使用できる点と、高度な
フェデレーテッド検索（統合検索）機能へのアクセスを提供している点にある。審査官は単一の検索

インターフェースを通じて、USPTOのデータベースのみならず、世界知的所有権機関（WIPO）や欧州
連合知的財産庁（EUIPO）を含む世界80以上のグローバルな登録機関から、意匠特許、登録意匠、
商標、インダストリアルデザインのデータを横断的かつ同時に検索することが可能となった4。 

このAIツールの本格導入は、出願人に対して戦略的な方針転換を強く迫るものである。USPTOが視
覚的に類似する、あるいは「酷似する（Look-alike）」デザインを広範囲かつ高精度で発見する能力を
飛躍的に高めた事実を前提とすれば、出願前調査（クリアランス調査）の重要性はかつてなく増大し

ている2。出願人は、フロントエンドでのデューデリジェンスを強化しなければ、AIによって発見された
近接する先行意匠を理由に拒絶理由通知を受け、出願にかかる多大な時間と資金を浪費するリス

クに直面する2。現時点で出願人はDesignVisionに直接アクセスすることはできないが、透明性の確
保という観点から、審査官が同ツールを使用した事実、実行されたクエリの詳細、および出力結果

は、包袋（ファイルラッパー）の検索ノートおよび検索履歴要約レポートを通じて一般に公開される仕

組みとなっている2。 

2.2 日本国特許庁（JPO）のAIアクションプランと次世代審査システム 
日本国特許庁（JPO）もまた、審査業務への最新テクノロジーの適用において世界をリードする機関
の一つである。JPOは、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の機能拡充を継続的に実施しており、
2023年9月にはグローバルナビゲーションに「画像意匠検索」へのリンクを正式に追加し、ユーザー
が手持ちの画像をベースに意匠を検索できるインフラを整備した6。さらに、2025年1月には検索結果
件数の上限を従来の3,000件から30,000件へと大幅に引き上げ、より網羅的で深堀りした意匠調
査を可能にしている6。 

特筆すべきは、JPOが策定し随時更新している「人工知能（AI）技術活用のためのアクションプラン（
Action Plan for Utilization of AI technology）」における戦略的転換である。2025年改訂版（
Rev.2025）のアクションプランにおいて、JPOは生成AIの急速な発展を前提とした抜本的な計画の見
直しを行った7。これまでの検討結果を踏まえ、2024年版で予定されていた従来の「特許審査管理」



に関する概念実証（PoC）を一時中断し、より高度な推論と生成能力を活用するために、新たに「9. 
特許庁特許審査への生成AIの適用（Application of Generative AI to JPO Patent Examination）」と
いう重点項目を新設したのである7。 

以下の表は、JPOのAIアクションプラン（Rev.2025）における、意匠・特許審査および生成AI関連の主
要プロジェクトの進捗状況を示したものである。 

 

プロジェクト領

域 
プロジェクト名 2024年度のス

テータス 
2025年度のス
テータス（計画） 

参照元 

先行技術調査 先行技術調査

② (Prior Art 
Search 2) 

PoC アジャイル開発

フェーズへ移行 
3 

意匠・商標検索 先行意匠検索 
(Prior Design 
Search) 

アジャイル開発

フェーズ 
アジャイル開発

フェーズ継続 
3 

意匠・商標検索 指定商品・役務

検索 
(Designated 
Goods/Service
s Search) 

企画段階 PoCの実施 3 

生成AI適用 特許庁行政業

務への生成AI
の適用 

PoC PoCの実施 (ア
ジャイル移行検

討) 

3 

生成AI適用 特許庁特許・意

匠審査への生

成AIの適用 

(新規追加) 新規PoCの実
施 

7 

意匠検索（Prior Design Search）に関する画像検索機能の開発はすでに実用段階を見据えたアジャ
イル開発フェーズに入っており、単なる画像の一致だけでなく、デザインの概念的特徴を捉えた「概

念検索（Concept Search）」や、特許文献の再ランキング機能の拡充が並行して進められている3。

このアジャイル開発フェーズへの移行は、JPOにおける技術的検証が一定の基準を満たし、実業務
への統合プロセスが着実に進行していることを示している11。 

 



 
 
さらに、JPOは審査官の日常的な業務を支援し、AI技術の知見を組織内で共有するために「AI審査
支援チーム（AI Examination Support Team）」を組織しており、高度なテクノロジーの審査実務への
定着を組織全体で支援する体制を構築している12。これらの取り組みは、AIによる審査補助が例外
的な措置ではなく、標準的な行政インフラとして機能する未来を見据えたものである。 

2.3 世界知的所有権機関（WIPO）におけるAIと行政プロセスの透明性 
世界知的所有権機関（WIPO）は、意匠や商標に関するAI技術の導入を自ら推進すると同時に、加
盟国間でのルール形成や課題解決に向けた国際的な議論の場を提供している。WIPO自身が提供
する「Brand Image Search」は、商標や意匠の審査手続きにおいて使用される強力なAIツールの一
例であり、各国の知財庁が独自のシステムを構築する際のベンチマークとしても機能している10。 

しかし、WIPOの「知的財産とAIに関する対話（WIPO Conversation on IP and AI）」においては、AIの
行政利用に伴う本質的な懸念も提起されている。具体的には、知財行政の意思決定における「ブ



ラックボックス問題（Black Box Problem）」と説明責任（Accountability）の欠如である10。仮に、特許

庁のAIアルゴリズムが特定の意匠の類似性を高く評価し、出願が拒絶された場合、その判断プロセ
スが不透明であれば、出願人の不利益につながる。WIPOの議論では、「IPアプリケーションの審査
および管理に使用されるAIアプリケーションは、どのような原則（例えば、AIの使用に関する透明性
の奨励）に従うべきか」、また「AIによって行われた意思決定（拒絶や無効判断）に起因する上訴（
Appeal）に対処するために、現行の審判メカニズムは十分に装備されているか」といった、法的手続
きの根幹に関わる問いが投げかけられている10。 

3. 意匠制度および特許制度における生成AI関連技術の法的
要件と審査基準 
生成AIが意匠業務にもたらす影響は、審査プロセスの効率化という行政的な側面に留まるものでは
ない。生成AIを活用して生み出されたデザインそのものをどのように権利化するのか、あるいはデザ
インを自動生成するAIシステム（アーキテクチャ）をどのように特許として保護するのかという、知財
システムの根幹に関わる実体法上の課題が存在する。 

3.1 JPOによるAI関連発明・意匠の審査基準の精緻化と事例分析 
日本国特許庁は、AI関連発明やIoT（モノのインターネット）技術に特化した審査基準やハンドブック
を他国に先駆けて整備し、実務における予見可能性を高めている13。AI関連技術は、審査基準上「コ
ンピュータ・ソフトウェア（CS）関連発明」の枠組みで詳細に取り扱われる14。さらに、意匠の分野にお

いても、メタバース等の普及を見据え「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関する

ガイドブック」等を発行し、デジタル領域における新たな保護対象（画像・建築物・内装）の登録事例

を蓄積している15。これは、生成AIによって生み出されるデジタルアセットやUIデザインの権利化にお
いて極めて重要な指針となる。 

デザイン生成AIやデザイン支援システムそのものを特許として保護するためには、特許法第29条第
1項柱書が規定する「発明の該当性」を満たす必要がある。具体的には、自然法則を利用した技術的
思想の創作であり、ソフトウェアによる情報処理が「ハードウェア資源を用いて具体的に実現されて

いること」が不可欠である14。 

JPOの審査ハンドブックに記載された具体的な事例は、どのようなAIシステムが特許として認められ
るかの明確な境界線を示している。以下の表は、デザインやデータ処理に関連するAI特許の要件判
断に関する主要な審査事例を整理したものである。 

 

事例番号 発明の名称（技

術分野） 
審査要件の論

点 
審査結果およ

びその理由 
参照元 

事例 47 事業計画設計

装置 (Business 
plan design 
apparatus) 

発明の該当性 
(特許適格性) 

適格（OK）: AI
による処理が

ハードウェア資

源を用いて具体

14 



的に実現されて

おり、技術的思

想の創作と認

められる。 

事例 3-2 糖度データおよ

び予測方法 
発明の該当性 請求項1,2は不

適格 / 請求項3
は適格: データ
構造そのものは

単なる情報の

提示だが、デー

タに基づく具体

的な情報処理

を行う予測方法

は適格。 

14 

事例 49 体重推定システ

ム 
サポート要件 
(明細書の記載) 

一部不適格: 特
定の「顔の輪郭

角度」特徴量は

サポートされる

が、相関関係が

開示されていな

い他の特徴量

は要件を満たさ

ない。 

14 

事例 46 糖度推定システ

ム 
実施可能要件 不適格: 顔画像

と野菜の糖度と

の相関関係が

開示されておら

ず、AIモデルの
性能評価も記

載されていない

ため、当業者が

実施できない。 

14 

事例 33 がんレベル計

算装置 
進歩性 否定: 人間が

行っていたタス

ク（判断）を汎用

的なAIを用いて
単にシステム

14 



化・自動化した

に過ぎず、進歩

性はない。 

事例 34 水力発電能力

の推定システム 
進歩性 肯定: 基礎的な

ニューラルネッ

トワークでは進

歩性はないが、

融雪を考慮した

温度データを組

み込む構成は、

当業者の予測

を超える顕著な

効果を生むた

め進歩性が認

められる。 

14 

これらの事例から導き出される実務上の教訓は明確である。AIを用いた意匠生成システムにおい
て、汎用的なLLMや画像生成モデル（Stable Diffusion等）を用いた「単なるデザイン自動生成プロセ
ス」をクレーム化しても、事例33のように進歩性が否定される公算が大きい。特許権を取得するため
には、事例34のように、特定の産業用途に向けた独自の学習データの工夫（例：特定の人間工学的
データを加味したパラメータ調整）や、入力と出力の間に存在する技術的で自明ではない相関関係

の発見といった、技術的特徴が必須となる14。また、事例46が示すように、AIが「なぜそのデザインを
生成できるのか」というメカニズムの検証や性能評価を明細書に詳細に記述しなければ、実施可能

要件違反として拒絶される。 

3.2 AIコア技術と生成AI実装における特許出願動向のマクロ分析 
JPOが2026年3月に発表した「AI関連発明の最近の出願動向」に関する調査レポートは、デザイン
テック分野の未来を占う上で極めて重要なマクロデータを提供している14。 

レポートによれば、AI関連発明全体の特許出願件数は2014年以降急速に増加し、2023年には約
11,400件に達した14。この成長の中で、特許分類（FI）の構成比に劇的な変化が生じている。過去数
年間は、デザイン業務と直接的に関連する「画像処理・画像認識（G06T/G06V）」や、AIの根幹をな
す「特定の計算モデルに基づく計算装置（G06N：AIコア発明）」が顕著な増加を牽引していた14。しか

し、2022年から2023年にかけては、「ビジネス向け情報通信技術（G06Q）」に分類される出願が急
激に増加した14。このシフトは、アルゴリズム自体の基礎研究から、生成AI技術を利用した具体的な
サービス開発や、既存のビジネスプロセス（デザイン設計、マーケティング等）へのAIの応用・実装へ
と、技術の成熟段階が移行したことを如実に反映している。 

また、基盤となる深層学習技術（Deep Learning）のトレンドも変化している。2021年頃までは、画像
処理に強みを持つ畳み込みニューラルネットワーク（CNN）や、時系列データを扱う再帰型ニューラ
ルネットワーク（RNN）、長短期記憶（LSTM）に関する出願が主流であったが、近年はこれらの出願



が減少に転じている14。代わって、2017年の画期的な論文発表以降、自然言語処理のみならず最新
の画像生成モデル（Vision Transformer等）の基盤ともなっている「Transformer（トランスフォー
マー）」アーキテクチャに関する出願が継続的かつ急速に増加している14。 

さらに、国別の出願動向は、将来のテクノロジー覇権の行方を鮮明に映し出している。AIコア発明（
G06N）における米国と中国の出願件数の推移を見ると、2014年時点では米国の2,733件に対し、中
国は1,226件と半数以下に留まっていた。しかし、2023年時点では、米国の19,336件に対し、中国は
101,459件という爆発的な成長を遂げ、米国の5倍以上の規模に達している14。この圧倒的なボ

リュームの差は、次世代のデザイン生成AIの根幹技術を構成する特許網が、急速に中国企業の手
によって構築されつつあることを示唆している。 

 

 
 



3.3 生成AIによる「アウトプット問題」と保護適格性の境界 
技術的特許に関する議論と並行して、WIPOの「知的財産とAIに関する対話（WIPO Conversation 
on IP and AI）」では、AIが生成したデザインやコンテンツが著作権や意匠権の保護対象となるかとい
う、いわゆる「アウトプット問題（Output Problem）」が中心的なアジェンダとして継続的に議論されて
いる1。AIツールが専門的なデザイナーに匹敵、あるいは凌駕するレベルで意匠を生成できるように
なった現在、知財の専門家コミュニティは、「AIが人間のクリエイターに対する脅威となるのか、それ
とも価値ある共同作業者として機能するのか」という根本的な哲学と法的定義の再構築を迫られて

いる1。 

スイス・チューリッヒ大学のピーター・ピヒト教授がWIPOの第6回セッションで強調したように、「AIシス
テムそのものの保護（特許権等）」と「AIによる出力結果の保護（著作権や意匠権）」の違いを明確に
区別することが極めて重要である16。ソフトウェアやコンピュータ実装発明を保護する枠組みはすで

に確立されているが、「知財保護のために人間の発明者（または創作者）が不可欠であるか」という

問いは、出力側における最大の未解決問題である16。現在、主要国の法体系の多くは、人間の創作

的寄与がない純粋な機械生成物（Purely machine-generated content）に対しては、著作権や意匠
権の付与を認めていない17。 

しかしながら、特許庁の審査実務における根本的な判断基準に、AIの登場が直ちにドラスティックな
変更をもたらすわけではない点に留意が必要である。WIPOの対話セッションにおいて各国の専門
家やパネリストらは、AIが特許性や登録要件の審査基準そのものに影響を与えることはないとの見
解で一致している18。特許要件や意匠の登録要件といった通常の審査基準が変更されることは意図

されておらず、「コミュニティ（公共）の利益の担保と、発明者・創作者への適切な報酬の提供との間

にバランスを提供する」という知財システムの根源的な目的は、いかにテクノロジーが進化しようとも

揺るぎないものとされている18。 

実務上、生成AIを活用して作成された意匠や著作物を法的に保護するためには、「意味のある人間
の関与（Meaningful human contribution）」と監督のプロセスを意図的に組み込むことが不可欠とな
る17。法的な曖昧さを回避し、確実な権利化を目指すためには、単一のプロンプトで生成されたデザ

インをそのまま出願するのではなく、生成されたデザインに対して人間のデザイナーによる大幅な編

集、構成の創造的な選択、または独創的な追加要素を加えることが強く求められる17。 

4. 民間企業におけるデザイン実務への生成AIの実装とリスク
マネジメント 
特許庁等の行政側がAIを「審査の高度化と統制」のツールとして活用する一方で、民間企業は「創
出プロセスと生産性の飛躍的な向上」を実現するエンジンとして、生成AIを製品開発や意匠業務の
ワークフローに急速に組み込んでいる。しかし、その過程で必然的に浮上する知財侵害やコンプライ

アンス上のリスクに対処するため、先進的な企業は独自の高度なガイドラインと技術的抑止策を講じ

始めている。 

4.1 コーポレート・ガバナンスとしてのAI倫理原則の確立 
日本の主要なグローバル・エレクトロニクス企業であるパナソニックホールディングスやソニーグルー



プは、生成AIの急速な普及とそれに伴うリスクの増大を予見し、早期から包括的な「AI倫理ガイドラ
イン」を策定し、全社的な運用を開始している19。 

パナソニックグループは、「人間中心（Human-centered）」かつ「人権を尊重する」アプローチでAIを
活用することを世界への明確な約束として掲げ、「AI倫理原則（AI Ethics Principles）」を公開してい
る20。同社のポリシーは、単なる技術導入に留まらず、AI製品・サービスの企画段階から販売、運用
に至るAIライフサイクル全体を通じてリスク管理を行うことを求めている20。これには、プライバシーの

侵害、不法な監視の強化、バイアスのある学習データによるアルゴリズムの差別化といった人権問

題に加え、第三者の知的財産を侵害するリスクの評価と最小化が含まれる20。これらの原則はグ

ループ全体に適用される「AI倫理規則（AI Ethics Rules）」として定義され、各国の関連法規や倫理ガ
イドラインを常に参照しながら、グループCTO（最高技術責任者）主導のもとで厳格に運用されてい
る20。 

ソニーグループも同様のアプローチを採用しており、AIを活用した製品やサービスの商用化プロセス
の初期段階から、公平性や透明性といった要素が事前に定義された要件に基づいて評価される仕

組みを構築している21。特に生成AIツールの利用に焦点を当て、主要なグループ各社は、社内のデ
ザイナーやエンジニアがAIツールを責任を持って利用できるよう内部ガイドラインを適用し、意匠侵
害や著作権侵害といった法的トラブルを未然に防ぐための教育と監視体制を敷いている21。 

4.2 意図せざる権利侵害を回避するための運用的・技術的アプローチ 
意匠の創作過程において、外部の生成AIツール（画像生成モデルや3Dアセット生成AI）を使用する
場合の最大の法的リスクは、AIモデルが膨大な学習データに依存する性質上、他社の登録意匠や
著名な著作物に酷似したデザインを「無意識のうちに」生成し、企業がそれを自社のオリジナルデザ

インとして製品に採用・発表してしまうことである。 

この重大なリスクへの対応策として、企業は「運用的アプローチ」と「技術的アプローチ」の両面から

防御策を構築する必要がある。 

運用的アプローチ： コンプライアンスの観点から、業務でAIツールを利用するユーザー（デザイナー）
は、使用するツールの利用規約（Terms of Service）を綿密に確認し、生成物の権利帰属（誰が権利
を持つのか）や商用利用の可否を正確に把握しなければならない17。また、AIを使用して著作権や意
匠権で保護された既存の作品を許可なく複製したり、目的外使用したりすることを厳格に禁じる社内

ルール（就業規則レベルでの規定）の策定が不可欠である17。さらに、外部に向けてデザインを発表

したり、ポートフォリオを公開したりする際には、プロセスの透明性を担保するために「AIを利用して
作成した旨」を明示することが、倫理的観点からも推奨されている17。 

技術的アプローチ（AIモデルレベルでのセーフガード）： 運用面でのルール徹底には限界があるた
め、技術そのもので侵害を抑止する試みが進んでいる。その代表例が、ソニーの研究部門（Sony AI
等）が発表した「視覚的生成AIにおけるIP侵害の評価と軽減（How to Evaluate and Mitigate IP 
Infringement in Visual Generative AI）」に関する先進的な研究である23。この研究は、広く普及して

いる拡散モデル（Diffusion Model）による画像生成プロセスにおいて、潜在的に他者の権利を侵害
する可能性のあるコンテンツを動的に特定し、意匠・IP侵害をシステムレベルで防ぐための改訂され
た「生成パラダイム」を開発したものである23。 



この技術の極めて革新的な点は、侵害リスクを回避するために、巨大な事前学習済みモデルを再度

一から「再学習（Retrain）」させたり、特定のデータを除外して「ファインチューニング（Fine-tune）」し
たりするという、莫大な計算コストと時間を要する手法を回避している点にある。その代わりに、この

手法はノイズから徐々に画像を形成していく拡散プロセス（推論の最中）において、「ガイダンステク

ニック（Guidance methods）」を利用する23。つまり、生成途中の画像が、特定の保護された特徴（例

えば、スパイダーマンやアイアンマンなどの既知のキャラクターの意匠的特徴、あるいは特定企業の

登録意匠の形状）に近づきすぎていることをシステムが検知した場合、リアルタイムでその軌道を修

正し、侵害領域から「遠ざける」よう誘導するメカニズムを備えているのである23。 

このような技術的セーフガード機能が、将来的に商用のデザイン生成ツールキットに標準搭載される

ようになれば、企業や個人のクリエイターは、知財侵害による訴訟リスクの恐怖に萎縮することなく、

生成AIの圧倒的な創造的ポテンシャルを最大限かつ安全に引き出すことが可能となる。 

 

 
 

5. 生成AI規制に関する国際的潮流と日本の独自アプローチ 
意匠業務における生成AIの利活用は、企業内部のガイドラインや技術的対策のみならず、各国政府
が主導する法整備と規制の枠組みの中で進められなければならない。世界的にAI規制の機運が高



まり、欧州連合（EU）が包括的かつ厳格な規則（EU AI Act）を先行して成立させる中、日本の立法お
よび行政のアプローチは、規制と振興のバランスを取る独自の進化を遂げている。 

5.1 日本の「AI新法」におけるソフトローとハードローの融合 
日本政府は、AI技術に関連する潜在的・顕在的リスク（フェイク情報の拡散、知財侵害、プライバ
シー問題など）に対応するための社会的な枠組みを確立しつつ、同時にAIテクノロジーのイノベー
ションと研究開発（R&D）、そして社会実装を強力に促進することを目的とした、日本初の「AI新法（AI 
Act）」を法制化した24。この法律は、EUのような違反企業に巨額の罰金を科すトップダウン型の強硬
なアプローチとは異なり、技術開発に対する過度の制約や萎縮効果を回避しながら、段階的にリス

クに対処することを意図した構造となっている24。 

日本のAI新法は、具体的な刑事罰や多額の行政罰（Administrative fines）を直ちに伴うものではな
く、法体系上「基本法（Fundamental law）」としての性質を強く持っている24。日本の文脈における基

本法とは、対象事項を統治するための国家の基本方針（ポリシー）を形成し、大まかな方向性とルー

ルを作成する立法の基盤を意味する25。この枠組みの下、日本政府（関係省庁）は、事業者等が遵

守すべき事項を含む詳細なガイドラインを策定し、悪質な事例が発生した場合には調査を行う権限、

ならびにその調査結果に基づく行政指導および助言を行う権限を留保している24。 

この立法の背景には、内閣府に設置された「AI制度研究会（AI Institutional Study Group）」での精
緻な議論がある。2024年7月に結成された同研究会は、産学官の様々なステークホルダーとの協議
を経て、2025年2月に中間とりまとめを発表した25。そこで提示された基本原則は、「日本におけるAI
イノベーションを促進しつつ、そのリスクをいかに軽減するか」という点に集約される25。日本政府は

これまで、「広島AIプロセス包括的政策枠組み」などの国際的なルールメイキングに貢献するととも
に、国内向けには「事業者向けAIガイドライン（AI Guidelines for Business：2025年3月改訂）」に象
徴される「ソフトロー・アプローチ（法的拘束力はないが実質的な規範として機能するルール）」を重用

してきた25。 

AI新法の規定は、この従来のソフトロー路線からの突然の転換ではなく、日本を「世界で最もAIの開
発と利用に優しい国（the world's most friendly country for developing and utilizing AI）」として位
置づけ、「グローバルモデルとして機能する法的システム」を確立するという国家の包括的AI戦略の
延長線上に位置している25。同時に、この法律は政府に対し、AIに関する今後の立法上および財政
上の措置を講じることを明示的に義務付けている（第10条）ため、将来的により強力な規制が必要に
なった場合には、この基本法を土台としてより具体的な個別法を制定できる柔軟性を確保している25

。 

5.2 意匠法・特許法の見直し議論とデータ学習（入力）の適法性 
AI技術の進化と基本法の成立に伴う知財システムの再構築は、特許庁にとって喫緊の政策課題で
ある。JPOは、生成AIのビジネス利用の急激な拡大と、それに伴う知財摩擦への懸念に対応するた
め、2024年12月より特許法および意匠法の抜本的な見直しに関する検討を開始した26。 

この法制見直しの議論において最も先鋭的な対立点となるのは、WIPOの対話セッションでも再三議
論されてきた、AIモデル構築のための「データ入力（Data Input：学習データとしての著作物・意匠の
利用）」の適法性と、AIによる「出力（AI Output：生成された結果）」に対するIP保護や権利侵害基準



との複雑な相互関係である1。 学習データの入力段階においては、現行の日本の著作権法（第30条
の4等）により、「情報解析目的」での著作物の利用が原則として無許諾で広く認められており、これ
が日本のAI開発環境の国際的な優位性（いわゆる「機械学習パラダイス」）を支えてきた。しかし、生
成技術が飛躍的に高度化し、既存のデザインや意匠に極めて類似した出力（アウトプット）が容易に

行い得るようになった現在、意匠法における権利侵害の要件である「類否判断」の適用基準や、前

述の「人間の創作的寄与」がどこまで必要かという線引きについて、より解像度の高い法的指針が

求められている。 

さらに、WIPOの「IP Policy Clearing House」構想の議論において指摘されているように、仮に意匠を
生成する特定のAIアルゴリズムやプロンプト・エンジニアリングの手法が、特許適格性の厳格化に
よって特許保護の対象外とされた場合、企業はそれらの重要な技術を特許公開システムに乗せず、

営業秘密（Trade secret）として隠匿するインセンティブを持つことになる10。これは結果として、AI技
術の全容が社会に還元されない「ブラックボックス問題の悪化（Exacerbate the so-called black box 
problem）」を引き起こすリスクがある10。JPOの法制見直しは、適正な権利保護と、技術開示を通じ
た産業全体の発展という相反する利益の最適解を見出す困難なプロセスとなる。 

6. 結論と戦略的提言 
意匠関連業務への生成AIの活用は、単なるソフトウェアツールの置き換えという表層的な変化では
ない。それは、デザインの構想から、先行権利の調査、知財権の取得、そしてコンプライアンス管理

に至るまでの「バリューチェーン全体」を再定義する不可逆的な現象である。本レポートの多角的な

分析を通じて、企業および知財専門家が直視すべき以下の重要な動向と、対応に向けた戦略的イン

サイトが明らかとなった。 

第一に、審査機関（特許庁）側の急速なAI化による「防御的調査（フロントエンド・デューデリジェン
ス）」の重要性の劇的な高まりである。米国特許商標庁（USPTO）の「DesignVision」や、日本国特許
庁（JPO）の「画像意匠検索」拡充など、広範なデータベースに対するフェデレーテッド検索と高度な
AI画像認識技術の導入により、審査官はかつてない速度と精度で世界中の類似先行意匠を発見で
きるようになっている2。これは、出願人に対し、旧態依然としたテキストベースの分類検索に頼るの

ではなく、AIツールを利用した自律的なクリアランス調査（出願前の類似性・抵触調査）の質と量を飛
躍的に高めることを要求している。審査官が持つ強力なAIツールに劣後しないためにも、出願人側
（企業知財部や特許事務所）も同等かそれ以上のAI検索インフラへ投資し、フロントエンドでのリスク
排除プロセスを徹底しなければならない。 

第二に、「人間中心のワークフロー」と「技術的抑制（セーフガード）」のハイブリッドによる意匠権リス

クの管理である。企業が製品開発や意匠業務の最前線に生成AIを組み込む場合、パナソニックやソ
ニーが実践しているように、全社レベルでの明確な倫理ガイドラインの制定と、それに準拠した厳格

なワークフローの構築が不可避である20。法制度上、純粋な機械生成物には著作権や意匠権が付

与されないため、最終的な権利確保と他者権利の侵害回避に向けては、人間のデザイナーによる

意味のある編集、取捨選択、および独自の意匠的工夫の追加プロセスを、「証拠（Audit trail）」として
社内記録に残す体制が必要である17。また、ソニーの研究に代表されるような、推論プロセス中に法

的リスクを動的に検知し低減する「ガイダンス技術」の実用化を注視し、こうしたセーフガード機能を

備えたエンタープライズ・グレードのデザインツールの導入を推進すべきである23。 



第三に、日本の「ソフトロー主導型・基本法アプローチ」の独自な規制環境を活かした戦略的知財

ポートフォリオの構築である。日本のAI新法は、技術革新を過度に阻害しないための基本法として機
能しており、厳罰主義や事前承認制をとる諸外国の規制と比較して、新しいデザイン支援AIツール
の研究開発や実用化において圧倒的に有利な環境を提供している24。企業はこの制度的柔軟性を

最大限に活かし、JPOのAI関連発明審査ガイドライン（特に特許適格性が認められた事例47や、進
歩性が肯定された事例34等の論点）を熟知した上で、ビジネスに直結するAI実装技術（G06Q領域）
や、独自のアルゴリズムを組み込んだ「新たな意匠生成システム」自体の権利化（知財化）を積極的

に推進し、グローバル競争における優位性を確立すべきである14。 

結論として、生成AI技術は意匠・デザイン領域において、人間の創造性を拡張する前例のない「創造
の増幅器」となる一方で、従来の知的財産システムが前提としてきた「創作の主体（人間か機械か）」

や「侵害の意図」という境界線を極めて曖昧にする。企業経営者、デザイナー、そして知財専門家

は、生成AIが生み出すデザインの圧倒的な経済的価値を、法的に確実で持続可能な「権利」として
定着させるため、特許庁の審査実務および国際的な法制見直しの動向を常に注視し、テクノロジー

の積極的な活用と厳格なコンプライアンス（法務的統制）を両輪で回す、次世代型の高度な知財マネ

ジメント体制の構築を急がなければならない。 
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